
　

高
齢
者
虐
待
と
は
、
高
齢
者
を

養
護
す
る
養
護
者
や
要
介
護
施
設

従
事
者
等
に
よ
る
虐
待
を
い
い
、

次
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
が
あ
り

ま
す
。

身 

体
的
虐
待
…
…
叩た

た

く
、
つ
ね
る
、

殴
る
、
蹴け

る
、
や
け
ど
を
負
わ

せ
る 

な
ど

介 

護
・
世
話
の
放
棄
放
任
（
ネ
グ

レ
ク
ト
）
…
…
空
腹
・
脱
水
・

栄
養
失
調
の
ま
ま
に
す
る
。
ま

た
、
お
む
つ
な
ど
を
放
置
す
る
、

劣
悪
な
状
態
や
住
環
境
の
中
に

放
置
す
る 

な
ど

心 

理
的
虐
待
…
…
排
泄せ

つ

な
ど
の
失

敗
に
対
し
て
高
齢
者
に
恥
を
か

か
せ
る
。
ま
た
、
怒
鳴
る
、
の

の
し
る
、
悪
口
を
言
う
、
無
視

す
る 

な
ど

性 

的
虐
待
…
…
懲
罰
的
に
下
半
身

を
裸
に
し
て
放
置
す
る 

な
ど

経 

済
的
虐
待
…
…
本
人
の
お
金
を

使
わ
せ
な
い
、
本
人
の
不
動
産
、

年
金
、
預
貯
金
な
ど
を
本
人
の

意
思
や
利
益
に
反
し
て
利
用
す

る 

な
ど

　

高
齢
者
虐
待
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
が
原
因
と
な
っ
て
起
こ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
家
族
の
介
護
疲
れ
や

ス
ト
レ
ス
、
家
族
の
人
間
関
係
、

心
の
問
題
な
ど
、
だ
れ
に
で
も
身

近
に
起
こ
り
う
る
こ
と
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
地
域
の
み
な
さ

ん
一
人
ひ
と
り
が
、
高
齢
者
の
介

護
を
し
て
い
る
家
庭
や
一
人
暮
ら

し
の
高
齢
者
を
見
守
り
、
あ
い
さ

つ
や
声
か
け
を
し
て
い
く
こ
と
が
、

高
齢
者
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の

第
一
歩
な
の
で
す
。

　
「
よ
そ
の
う
ち
の
事
だ
か
ら
…
」、

「
よ
け
い
な
お
世
話
か
も
」、「
虐

待
な
ん
て
大
げ
さ
か
な
」
な
ど
と

思
わ
ず
、
す
ぐ
に
本
庄
市
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
㉕
１
１
２

７
）
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

　

あ
な
た
の
行
動
が
、
大
切
な
生

命
を
救
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

※
生
命
や
身
体
に
重
大
な
危
険
が

あ
る
場
合
、
通
報
す
る
こ
と
が
義

務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

★
介
護
い
き
が
い
課
☎
㉕
１
１
２
７

な
ぜ
起
こ
る
、

ど
う
防
ぐ
？

「
お
や
、
変
だ
な
？
」

そ
ん
な
時

平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
「
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の

養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
」（
高
齢
者
虐
待
防

止
法
）
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
も
高
齢
者
虐
待
が
身

近
に
起
こ
り
う
る
問
題
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
防
止
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

　

本
庄
市
民
文
化
会
館
と
本
庄
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
つ
き
み
荘

の
管
理
お
よ
び
運
営
を
平
成
18
年
９
月
１
日
か
ら
平
成
21
年
３
月

31
日
ま
で
次
の
指
定
管
理
者
が
行
い
ま
す
。
利
用
の
申
請
、
予
約

の
方
法
、
利
用
料
の
支
払
い
な
ど
は
、
従
来
と
同
様
で
す
の
で
安

心
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

施
設
の
名
称

指
定
管
理
者

問
い
合
わ
せ

本
庄
市
民
文
化
会
館

沖
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト

株
式
会
社

本
庄
市
民
文
化
会
館

☎
㉔
２
８
４
１

本
庄
市
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
つ
き
み
荘

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ワ
ク
ワ
ク
ボ
ー
ド

介
護
い
き
が
い
課

☎
㉕
１
１
３
１

施
設
の
指
定
管
理
者
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

市
民
プ
ー
ル
は
、
昭
和
48
年
に

開
業
し
て
以
来
、
み
な
さ
ん
に
ご

利
用
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
施
設
の
老
朽

化
が
進
み
、
将
来
に
わ
た
り
み
な

さ
ん
に
安
心
し
て
利
用
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う

こ
と
か
ら
今
年
の
営
業
を
も
っ
て
、

終
了
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

長
い
間
の
ご
利
用
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
市
民
プ
ー
ル

の
「
無
料
開
放
」
と
「
さ
よ
な
ら

セ
レ
モ
ニ
ー
」
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
来
場
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

﹇
無
料
開
放
﹈

期 

間　

８
月
13
日
㈰
〜
31
日
㈭
、

９
月
２
日
㈯
・
３
日
㈰

開
場
時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
６
時

＊
期
間
中
、
更
衣
ロ
ッ
カ
ー
（
50

円
）
お
よ
び
飲
食
等
に
か
か
る
費

用
は
別
途
必
要
と
な
り
ま
す
。

﹇
さ
よ
な
ら
セ
レ
モ
ニ
ー
﹈

日
時　

９
月
３
日
㈰
午
後
４
時
〜

＊
抽
選
で
１
０
０
人
に
記
念
品
を

差
し
上
げ
ま
す
。

※
「
無
料
開
放
」、「
さ
よ
な
ら
セ

レ
モ
ニ
ー
」
と
も
に
、
雨
天
の
日

は
休
場
、
中
止
と
な
り
ま
す
。

★ 

市
民
プ
ー
ル
☎
㉒
５
６
４
１
、

体
育
課
☎
㉕
１
１
５
２

33年の
歴史に幕

市
民
プ
ー
ル
の
閉
鎖
に
つ
い
て

市
民
プ
ー
ル
の
閉
鎖
に
つ
い
て

〜「
無
料
開
放
」と「
さ
よ
な
ら
セ
レ
モ
ニ
ー
」を
実
施
〜

〜「
無
料
開
放
」と「
さ
よ
な
ら
セ
レ
モ
ニ
ー
」を
実
施
〜
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申
告
書
ま
た
は
給
与
支
払
報
告

書
（
年
金
も
含
む
）
に
基
づ
き
扶

養
の
状
況
を
確
認
後
、
次
の
場
合

は
扶
養
を
取
り
消
し
て
い
ま
す
。

① 

扶
養
に
な
っ
て
い
る
人
の
合
計

所
得
金
額
が
38
万
円
を
超
え
て

い
る
場
合

② 

複
数
の
家
族
の
人
が
同
一
の
人

を
扶
養
に
と
っ
て
い
る
場
合

（
ど
ち
ら
か
の
扶
養
控
除
が
取

り
消
さ
れ
ま
す
。）

③ 

給
与
支
払
報
告
書
に
扶
養
の
人

数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
扶

養
に
な
っ
て
い
る
人
を
特
定
で

き
な
い
場
合

※
②
③
の
場
合
に
は
市
か
ら
給
与

支
払
者
ま
た
は
ご
本
人
へ
問
い
合

わ
せ
を
し
ま
す
。

※
今
年
度
、
社
会
保
険
庁
か
ら
市

へ
提
出
さ
れ
た
年
金
の
給
与
支
払

報
告
書
（
平
成
17
年
分
）
の
中
に
、

扶
養
の
人
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る

の
に
誰
が
扶
養
に
な
っ
て
い
る
の

か
特
定
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、

市
か
ら
年
金
の
受
給
者
に
扶
養
の

確
認
を
し
た
結
果
、
扶
養
の
取
り

消
し
と
な
っ
た
事
例
が
あ
り
ま
し

た
。
心
当
た
り
の
あ
る
人
は
も
う

一
度
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。（
確
定
申
告
ま

た
は
市
民
税
・
県
民
税
申
告
を
し

て
い
る
人
は
、
扶
養
に
な
っ
て
い

る
人
を
特
定
で
き
る
た
め
確
認
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

市
で
は
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ

る
、
次
の
①
か
ら
⑤
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人
に
は
通
知
を
送
付

し
ま
す
。（
①
②
③
の
人
は
８
月

11
日
㈮
こ
ろ
、
④
⑤
の
人
は
８
月

下
旬
）

　

心
当
た
り
の
あ
る
人
で
、
ま
だ

申
告
を
し
て
い
な
い
人
は
、
お
早

め
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

① 

申
告
が
必
要
な
所
得
が
あ
る
の

に
申
告
を
し
て
い
な
い
人

② 

給
与
支
払
報
告
書
、
年
金
支
払

報
告
書
等
が
市
に
提
出
さ
れ
て

い
な
い
人

③
誰
の
扶
養
に
も
な
っ
て
い
な
い
人

④ 

不
動
産
収
入
、
報
酬
（
外
交
員

報
酬
含
む
）、
生
命
保
険
金
の

満
期
一
時
金
ま
た
は
生
命
保
険

金
の
解
約
一
時
金
等
の
支
払
調

書
を
受
け
取
っ
て
い
て
、
申
告

を
し
て
い
な
い
人
（
保
険
の
一

時
金
に
つ
い
て
は
、
契
約
内
容

や
金
額
等
に
よ
り
申
告
を
す
る

必
要
が
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
心
当
た
り
の
あ
る
人
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

⑤ 

公
共
事
業
の
用
地
買
収
に
伴
う

土
地
や
建
物
等
の
譲
渡
所
得
等

が
あ
り
、
申
告
を
し
て
い
な
い

人
（
公
共
事
業
の
用
地
買
収
に

よ
る
特
別
控
除
を
受
け
る
に
は

申
告
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
市

民
税
・
県
民
税
は
課
税
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
心
当
た
り

の
あ
る
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。）

　

所
得
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合
や

源
泉
徴
収
さ
れ
た
支
払
調
書
等
が

あ
る
場
合
、
ま
た
は
土
地
・
建
物

の
譲
渡
所
得
が
あ
る
場
合
な
ど
は
、

税
務
署
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
税
務
署
へ
期
限
後
申
告
を
し
た

結
果
、
所
得
税
が
増
額
に
な
っ
た

人
は
、
市
民
税
・
県
民
税
も
増
額

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

理
解
く
だ
さ
い
。

扶
養
の
取
り
消
し
に
つ
い
て

平成18年度平成18年度
市民税･県民税の市民税･県民税の
課税について③課税について③

平成18年度平成18年度
市民税･県民税の市民税･県民税の
課税について③課税について③

申
告
を
し
て
い
な
い
人
を

対
象
に
市
民
税
・
県
民
税

の
申
告
を
随
時
受
付

税
務
署
へ
の
申
告
に
つ
い
て

　

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

　

★
課
税
課
☎
㉕
１
１
２
３

　

平
成
18
年
度
地
方
税
法
改
正
に

よ
り
、
住
宅
耐
震
改
修
工
事
を

行
っ
た
家
屋
の
固
定
資
産
税
が
減

額
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
住
宅
耐
震
改
修
工

事
を
行
っ
た
場
合
、
改
修
後
３
か

月
以
内
に
、
現
行
の
耐
震
基
準
に

適
合
し
た
工
事
で
あ
る
こ
と
の
証

明
書
（
市
役
所
建
築
開
発
課
、
建

築
士
事
務
所
、
指
定
確
認
検
査
機

関
等
が
発
行
）
を
添
付
し
て
、
課

税
課
ま
た
は
総
合
支
所
税
務
課
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対 

象　

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前

に
建
築
さ
れ
た
家
屋
で
、
耐
震

改
修
費
用
が
30
万
円
以
上
の
も
の

税 

額　

１
戸
当
た
り
１
２
０
㎡
相

当
分
ま
で
を
限
度
に
固
定
資
産

税
が
２
分
の
１
減
額

減
額
期
間

① 

平
成
18
年
か
ら
21
年
ま
で
に
行
っ

た
改
修
に
つ
い
て
は
３
年
間

② 

平
成
22
年
か
ら
24
年
ま
で
に
行
っ

た
改
修
に
つ
い
て
は
２
年
間

③ 

平
成
25
年
か
ら
27
年
ま
で
に
行
っ

た
改
修
に
つ
い
て
は
１
年
間

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

【
税
の
減
額
に
関
す
る
こ
と
】

★
課
税
課
資
産
税
係
☎
㉕
１
１
２
１

★ 

総
合
支
所
税
務
課
☎
72
１
３
３

１
（
内
線
３
２
２
）

【
耐
震
改
修
工
事
に
関
す
る
こ
と
】

★ 

建
築
開
発
課
建
築
指
導
係
☎
㉕

１
１
４
１

住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

　

去
る
６
月
８
日
に
逝
去
さ
れ

た
、
元
児
玉
町
議
会
議
員
の
故

田
島
冨
士
太
郎
氏
＝
児
玉
町
児

玉
＝
の
生
前
の
功
績
に
対
し
、

旭
日
単
光
章
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

故 田島 冨士太郎 氏

平成18年8月1日号9


